
◇現行の調剤報酬上の評価◇ 

 

時間外加算： 調剤技術料の１００／１００に相当する点数を加算 

  ・ 開局時間以外の時間（概ね午前８時前及び午後６時以降。ただし、深夜及

び休日を除く。）において、調剤を行った場合に算定 

   ・ 当該保険薬局が常態として調剤応需の体制をとり、開局時間内と同様な取

扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。 

 
 休日加算： 調剤技術料の１４０／１００に相当する点数を加算 

・ 休日（深夜を除く。）において、調剤を行った場合に算定 

・ 常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に

調剤を受けた患者については算定できない。 

 

 深夜加算： 調剤技術料の２００／１００に相当する点数を加算 

・ 深夜（午後１０時から午前６時まで）において、調剤を行った場合に算定

・ 常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局に

おいて調剤を受けた患者については算定できない。 

 

 ※ いずれの加算についても、輪番制による当番保険薬局等、救急医療の確保のた

めに調剤を行っていると認められる保険薬局においては、算定可。 

 

３ 一包化薬の取扱いについて 

 

  (1) 現行の一包化薬の調剤料は、処方医の了解を得た上で、服用時点が

異なる２種類以上の内服薬を、服用時点ごとに一包として患者に投与

した場合に算定できることとされている。 

    しかしながら、多くの種類の内服薬が処方されていても、服用時点

が全て同一の場合には、処方医の指示に基づき一包化を行っても、一

包化薬の調剤料は算定できない状況にある。 

 

  (2) 服用時点が異なるか否かにかかわらず、一包化の手間は同様である

ことから、複数の内服薬が処方されており、一包化が必要な場合には、

一包化薬の調剤料を算定できることとしてはどうか。 

 

◇現行の調剤報酬上の評価◇ 

 

 調剤料 

  一包化薬  ９７点 

    ・ ２剤以上（服用時点の異なる２種類以上）の内服薬を服用時点ごとに

一包化薬として調剤した場合に、投与日数が７又はその端数を増すごとに
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